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参考資料３ 

 

「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方に関する調

査研究協力者会議 これまで（第１回から第５回まで）の意見まとめ 

 

１．通信制高校の現状や課題について 

（通信制高校の役割の変容） 

○ 広域通信制高校の学校・生徒数の増加と公立通信制高校との大きな違いは

履修者数と修得者数。広域通信制高校の広報では、登校の少なさや提携施設

を使った週５日の登校、制服を着て学校に行く安心感、３年間での卒業率の

高さ、転編入学の機会の多さ、専門コースで自分のやりたいことを学べるこ

とが、通信制を希望する中学校３年生に大きなアピールポイントになってい

る。 

 

○ 自学自習は実態としては非常に厳しく、組織的な学習のサポート体制が必

要。広域通信制と狭域通信制では在籍する生徒の実態に差が生じており、ひ

とり親家庭の生徒、特別な支援を必要とする生徒、心療内科等に通院歴があ

る生徒が狭域のほうが多く在籍しており、自学自習を掲げる公立の通信制で

あっても、生徒の実態が追い付いていない。 

 

○ 通信制高校において、自学自習ができるという前提で生徒に指導していく

と成り立たない状況になっている。自学自習ができない生徒を何とか自学自

習ができるような形にして卒業させていくのが実態。 

 

○ 通信制高校に通学する生徒ということで、ひとつに括るのではなく、一人

一人を個別最適に指導ができる仕組みをどのように作っていくのかが大切。

自学自習も最初はできないかもしれないが、本人の努力と周囲のサポートな

りを加えていくと、自立して学習ができる生徒になった例も多く見ている。

組織的サポートが圧倒的に必要。 

 

○ 個別最適な学びに関して、中教審答申の中でもあったように、教科以外の

学び、学校教育の基本的な機能として、学習機能だけではなく社会的機能、

福祉的機能、セーフティネットとしての機能を学校は有しており、通信制高

校においても多様な生徒がいる場合、そういった機能が非常に重要になって

くる。単位を取る、高卒を与えるだけではない社会的使命を担っているので

はないか。多様な生徒が来ている中で教科学習以外のところでどれだけ個別
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最適な取組が現状なされているのか。 

 

○ 教員は通信制の生徒を仲間と一緒にやることが嫌なんだ、協働的なものが

できないんだというふうに決めつけてしまう傾向があるが、生徒の何人かと

話をしていると本当はそうじゃない。やっぱりみんなと何かやりたいし、一

緒に議論して何かをつくり上げていきたいというような、そういう思いはす

ごく強く思っている。学校の教員以外の人たちが関わってきて、協働的な学

びを作っていくのかという点も通信制の中では大事。 

 

○ ひとり親家庭であったり、生活保護世帯であったり、経済的に厳しいご家

庭ではサポート校などの費用を出すことができない。本校では、週に１日は

スクーリングで登校し、もう１日を補習のために登校している。生徒によっ

ては、図書館で本を借りたことがない、公共交通機関を利用したことがない、

コンビニで買い物をしたことがない生徒も在籍しており、そういった生徒と

一緒に練習をするという日も設けている。毎日登校できるようになれば、通

信制課程から定時制課程に転籍している 

 

○ 通信制高校では、自学自習ができない生徒が入ってくる側面のほかに、最

近の傾向として、通常の高校教育では飽き足らない、満足できないという、

いわゆるギフテッドの生徒も入学しており、こういった生徒たちを通信制課

程の中で花を開かせることも重要。 

 

（通信制と全日制の区分） 

○ 定通振興法第１条を見ると通信制課程が勤労青年を名宛人とした制度であ

ることが分かるが、不登校等の生徒が増えている実態を法令上どのように表

現するのかが議論になる。 

 

○ 全日制・定時制・通信制の区分を緩やかに融合できるようなこと、例えば

通信制の機能を全日制の生徒も活用できることや、通信制には通っているが

全日制の授業のような形でフォローできるようなチャレンジが必要。 

 

○ 個別最適な学びは通信制ならではの特徴を生かして実現できる部分もあり、

通信制ならではの教育システムの中で目指す効果などを検討すべき。 

 

○ 全日制・定時制・通信制という枠組み・形式論ではなく、こういう生徒に

はこういう学校という発想ができると良い。 



3 

 

 

○ 通信制高校だけでなく高校教育全体の話になるが、高校教育では選抜をし

ているという関係から高等学校の独自性や個性があるが、一方で我が国の高

等学校教育の共通性は何なのかということが高等教育を考えるときに永遠の

テーマとして出てくるが、その共通性というもの自体が少し変わりつつある

のではないか。 

 

（伴走型支援の必要性） 

○ ある程度自学自習ができない生徒に対して、どうやって伴走していくのか

というところが大切。教員の関わり方を変えていくというのも当然必要であ

るが、同時に外部の方と連携するような形で、生徒一人一人に合った伴走の

仕方を考えて、そういった活動を提供していくことで、結果として生徒の学

びが深まり、場合によっては学習意欲が湧いてきて自学自習ができるように

なってくるという、きっかけづくりの伴走がポイントではないか。外部の資

源を自校の学校教育の中に取り組んでいくような制度設計が必要。 

 

○ 通信制の生徒だからできないといった先入観を持たないで指導したいと心

掛けている。大切なことは生徒一人一人の状況をしっかりと見て、適切な対

応を図ることではないか。通信制においてもクラス担任制は大変有効な教育

システムではないか。担任による生徒や保護者とのコミュニケーション、各

教科の学習状況だけではなく生活全般の様子など、生徒一人一人としっかり

向き合うためにクラスを単位とする方法は有効。生徒に取っても、学校生活

上最も身近なコミュニティがクラスではないかと思う。ホームルーム活動や

行事等でのコミュニティづくりは通信制高校においても非常に大切なことで

はないか 

 

○ 伴走というキーワードは通信制にとって必要なキーワード。高校という場

は生涯の中でどういう役割を持たせる教育の場なのかというものがあってこ

そ、新しい教育、全日制ではできなかった教育を見つめることができるので

はないか。何を整えるかということを一度きちんと定めてから様々な話を固

めていくと、議論が集約するのではないか。 

 

〇 論点（案）に、「学習面のみならず生活面も含めて」担任の教員が伴走して

いくことが大切とあるが、生活面も含めてということになると、多様な生徒

たちがいる中で教員にできることには限界があり、必要に応じて地方自治体

や社会福祉協議会へとつなぐためのサポートに留まる。学校として、ほかの
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機関にどうつなぐかという機能を学校として考えることが重要ではないか。 

 

〇 生徒の生活面も含めた伴走について、全日制の枠組みの中で学習できなか

った生徒が通信制に通っていることを考えると、教員も全日制の生徒と同じ

関わり方ではダメで、そうした生徒に対応した関わりというものがあるので

はないか。例えば、全日制のように毎日コンタクトをとるというのは、「伴走」

にはならないのではないか。こうした生徒には、ICTの活用が有効だと思う

ので、教員の数を増やすのではなく ICTを使った伴走を考えるべき。 

 

（公立通信制高校の在り方） 

○ 私学の通信制はニーズの掘り起こしにある意味で成功しているといえる反

面、公立通信制の生徒数の減少について、実態がどうなっているのか。 

 

○ 公立通信制高校の教育活動の現状として、従来型の自学自習を前提とした

厳格な教育活動で学びの質を担保しているところが多い。計画的・継続的な

視聴報告よりも対面スクーリングの出席を重視し、記述式の問いの多いレポ

ートを用い、添削回数も１通につき２回から４回と多く、試験も合格ライン

に達するまで個々の教員が学習支援を実施しながら頑張らせるという教育活

動が根付いている。 

 

○ 公立高校の設置者である各都道府県の公立の通信制高校の教育の質を高め

ようとする意識も大切。広域通信制のみならず、狭域・公立についてもしっ

かりとした検討が必要。 

 

２．通信制高校における教育の質の保証について 

 

（設置基準の在り方） 

○ 個別最適化された学びに対応するためにはきめ細かい対応が必要となり、

通信制高校に配置される教員の数や教員の種類について、法令面に手を付け

ざるを得ないと考える。 

 

○ ナショナルミニマムというものを高校教育に当てはめて良いのであれば、

ナショナルミニマムが守られていないかどうかの指導監督や設置認可の在り

方が前回議論された。仮にナショナルミニマムを高度化したほうが良い、柔

軟化したほうが良いとなった場合に、高校設置基準や高等学校通信教育規程

の具体的にここがハードルだから良い教育ができないという話を聞いてみた
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い。その上で、夢のあるような教育技術が通信制で花開くのだとすると、本

当に制度的なハードルを打破しなければならない話なのか、それぞれの設置

者がやれる話なのかは仕分けたほうが良い。 

 

○ ＰＴ比の問題で、消費者保護という観点から世間にそれぞれの学校が当然

に開示すべき情報としてガイドラインのようなものに盛り込んでおけば良い。 

 

〇 卒業生など意欲のある人をティーチングアシスタントのように雇うという

仕組みが役に立つかもしれない。また、事例として、通信制高校で大学生な

どを雇用してサテライト校の支援に充てているところもある。 

 

○ 通信制高校に求められる教育相談体制として養護教諭の基準がない。現場

では相談したい生徒・保護者が予約待ちであることが日常である。 

 

○ 通信制高校の教育体制改善のために現場の高校でできることは、教職員が

互いに学び合う学校文化を醸成し、具体策を構築することである。 

 

○ 通信制高校の質というものをどのように定義するのか、共通理解を持つこ

とが大事。教育の質というと、それぞれが思い描くもので議論しがちであり、

しっかりした定義を持っておくことが必要。その際、学習の成果・教育の成

果のみならず、諸条件の整備といったインプットの整備や、教員による教育

のプロセス、生徒側の学習のプロセスをもとにした質の定義を考えていく必

要がある。その際、学校の多様性に応じたきめ細かい基準設定が必要となり、

グッドプラクティスを抽出して基準化していくことが必要 

 

○ 国の経費で学校を選んで実証的な研究を行い、特色ある通信制高校を意図

的につくっていく制度があっても良いのではないか。通信制高校はある程度

時間割を自由に組むことができ、プロジェクト型の学習を自由に進めること

ができることも踏まえ、通信制高校の特徴的な学びとして実験的に進めてい

く必要がある。 

 

〇 学修面だけでなく生活面への支援について、自学自習できる生徒もいれば

難しい生徒もいて多様化しているため、学校の対応も多様化し、教員以外の

専門職を増やしていく必要があるが、私学の場合、そのための経費への補助

が整わないとなかなか難しい。生徒数に応じたスタッフの数が定まっている

といいと思う。 
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○ 通信制高校に入学する生徒たちの若年化や多様化が進んでおり、自学自習

を前提とする制度自体に対応できていない。スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカー、特別支援教育コーディネーターの配置に関する制度

化が必要。 

 

（面接指導と添削指導の在り方） 

○ 面接指導と添削指導がゼロサムのようなものになってしまっているという

ことが観察できるとするならば、面接指導や添削指導を倍にすればゼロサム

でもそのくらいで丁度よくなるのではないかと考えることはできないか。 

 

○ 面接指導や添削指導の量を倍にしても問題は解決しないのではないか。量

を倍にすることで、通信制が持っている強みが減ってくるのではないか。通

信制の良い面を残しつつ、いかに質を上げていくのかということが一番大き

なポイントである。 

 

○ 面接指導、添削指導というネーミングそのものが令和の時代に合うのかと

いう気がしている。面接指導、添削指導をいかに一体化して教育活動を行う

かということを考えていかなければならない。 

 

○ 協働的な学びや対話的な学びといったときに、これまでの対面による Face 

to faceのみならず、通信技術を使った同時双方向型の対話や協働もあり、令

和の時代における通信制高校の協働的な学びはどうあるべきか、ある程度の

ミニマムスタンダードとしていくことも必要。 

 

○ 面接指導、添削指導、試験といった在り方そのものがそろそろ変わっても

いいのではないか。対面及びリアルでやるべきことは何なのか、ＩＣＴなど

オンラインでできることは何なのか、教育の中でどのようにツールを使いな

がら役割分担して教育の質を高めていくのか、といったように教育の中でリ

アルとオンラインの目指すべきものを本質的に考える必要がある。 

 

○ 面接指導なのか添削指導なのかよくわからなくなっている学校があるとい

った問題について、ほかの制度では対応できず、学校評価などを絡めて性善

説で何とかしていこうということなのか、それとも別の制度をつくればこの

問題は対応可能なのかということについて深めていきたい。 
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○ 対面による指導を重視した教育活動に取り組む学校では、添削課題に取り

組むのは「主体的な学び」であり、主体的な学びを促すような面接指導であ

ってほしい。また、面接指導では、実際に生徒が集まっているので、できる

だけ「協働的な学び」を入れていく活動をしてほしい。 

 

○ 対面による指導を重視した教育活動に取り組む学校は、面接指導をいかに

充実させていくかということが大きなポイントではないか。 

 

○ 対面による指導を重視した学校は、面接指導時に生徒とのつながりをつく

っていくことになるので、ここが大きなポイントとなる。 

 

○ 通信制高校における協働的な学び、特に他者との対話的な学びが実際にど

のような方法があり、実際にどれだけ実態として行われているのか。多様な

やり方があると思うので、今後はさらにどういったものが必要なのか、それ

を担保できる教育環境とは何か、協働的な学びの議論を進めるためのデータ

やエビデンスがあれば良い。 

 

○ 対面による指導を重視した教育活動に取り組む学校においてもＩＣＴ（ネ

ット）を活用した教育に取り組む学校においても、通信制高校の強みをいか

すためのリアルの質向上が大切である。通信制高校のハードルを高くすると

いうことではなく、強みの一つである例えばセーフティネットとしての機能

をしっかりといかすために、どういったリアルをやっていかなければならな

いのかということを考えていくことが大切である。 

 

○ 添削課題をメインに置くのではなく、リアルな学びの場というのをメイン

に考える必要がある。リアルな学びの場で何をどのように評価をしていきた

いのかということを考えて、そのために添削課題はどうあるべきで、そのた

めには主体的な学びの場をどのように評価していくのかということを考えて

いくべきだ。 

 

○ リアルな学びの場を通してどういった学びを構築していくのかというよう

な学びの体系化といったことが課題である。 

 

○ ＩＣＴを有効に使っていくためにも、リアルな学びの場をどうしていくの

かということをきちんと考えていくべきで、何が何でもＩＣＴを使うという

ことでＩＣＴだけがクローズアップされるのはよくない。オンラインで抜け
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落ちている部分をいかにリアルできちんと補足してあげるのかということは

すごく大切。数少ないリアルをどういかすか、どう評価していくのかという

ことがポイントである。 

 

○ それぞれの学校が教育の質を高めていくためには、学力測定のような形を

とって、それを踏まえて何が必要なのかというところに立ち戻って質を高め

ていくことが大切である。その結果として、ＩＣＴをどのように活用してい

くのか、メディアをどのように活用していくのか、スクーリング回数はどう

なのかということを検討していけるのではないか。 

 

○ 主にＩＣＴ（ネット）を活用した教育に取り組む学校の場合は、面接指導

でもきちんとした主体的な学びができるような伴走をしていかなければいけ

ないので視聴報告書があるが、この視聴報告書を使って生徒が主体的な学び

ができるような工夫がなされるといいのではないか。 

 

○ 主にＩＣＴ（ネット）を活用した教育に取り組む学校の場合は、生徒に対

してチームで指導にあたるという形がメインになるイメージであり、そのチ

ームの中での情報共有がいかにきちんとできるのかというのも大きなポイン

トではないか。 

 

○ 通信制高校だけの課題ではなくて、高校全体で高卒というものをどう担保

していくのかという議論の中で、学びの基礎診断をどのように活用するのか、

あるいは活用するべきかどうかというのは考えても良いことではないか。 

 

○ 学びの基礎診断を通信制課程だけに課していくのは非常に厳しいのではな

いか。 

 

○ サプライサイドの視点は情報が集まっているが、ディマンドサイドという

か、生徒の生活がよく分からない。 

 

○ 通信制として 74 単位以上の単位修得をさせるだけではなく、人間性の涵

養など成長を促す教育を推進するためには、全日制とほぼ同程度の教職員や

施設設備が必要ではないかと実感している。これらの必要性に対して、通信

制の学費や全日制と比べ低額であり、さらに経常費補助等においても全日制

の数分の１程度であり、通信制教育の質保証の推進においては、学校経営上

の課題も並行して対応することが必要。 
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（ICTの活用） 

〇 デジタル庁もできたところなので、ICTについては活用して欲しい。生徒

がどのような情報にアクセスしているのかを確認し、どのような活用ができ

るのか検討する必要がある。 

 

○ 通信制高校に求められる個別最適な学びのひとつに、学習履歴データを活

用した学び直しがある。また、学習者のデータ収集を行っている事例もあり、

学習データだけではなく健康のデータも収集し分析することで、生徒自身が

データを基にバランスよく生活するためのプランを考えるなどの授業への活

用を行っている。生体情報を記録して学習に生かすことは非常に有効な手段

になり得る可能性もある。 

 

○ 学習者が視聴をどのように行っているかをエビデンスとして残し、指導に

生かしていくことも必要。大学では、動画の視聴履歴の中で、面白いや重要

である、難しい、質問というタグを学生がつけていき、タイムラインで可視

化されていくことで、全ての学習者のデータを一覧で見られるようにして、

教員がそれを基に解説したり補足したりするような授業になっていく実践事

例もある。こういった形で情報を収集し、場合によっては個別に対応し、皆

さんが同じようなところでつまずいているのであれば解説をするようなデー

タを使った学びの支援が考えられる。 

 

○ オンライン学習、ＶＲ学習というのは安全安心な居場所からの学習機会の

保障になる。ビデオや音声でのコミュニケーション以外にもいろいろなコミ

ュニケーションがある。バーチャルリアリティーを使った学びを実践してい

る学校もあるが、高校全体が導入するというのは世界的にも前例もなく、非

常に特徴的なものである。 

 

○ EDTECH や仮想空間での学びなどに対するハードルについて、制度の問

題なのか運用の問題なのか整理することが必要。事例発表の時には、ビック

データ活用の際の個人情報保護の問題や著作権の問題なども聞いていきたい 

 

○ いろいろな理由で協働的な学びに参加することが困難な生徒がいるが、そ

のような生徒に対してＩＣＴを活用したリアルな参加ができるよう工夫をす

る必要があるのではないか。 
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○ 主にＩＣＴ（ネット）を活用した教育に取り組む学校は、新しい通信制高

校の在り方、特にデジタルトランスフォーメーションを取り込んだ新しい形

をつくってくれる可能性があるのではないか。 

 

○ 主にＩＣＴ（ネット）を活用した教育に取り組む学校の大きな特徴だが、

様々なコミュニケーションツールを使って生徒とのつながりを大切にしてお

り、このコミュニケーションツールが生徒にとってはすごく入りやすく、先

生と生徒の間でつながりが生まれやすい。 

 

（面接指導等施設・学習支援等施設（サテライト施設、サポート校）の質保証） 

○ 私立の中にはサポート校が大切な位置づけになっている学校があり、生徒

が勉強している実態があることから、サポート校・サポート施設をどれだけ

きちんと担保していくのか、その質をコントロールしていくのかが大事。 

 

○ 実施校の責任において、面接指導施設等においても実施校と同程度の質を

確保してほしい。 

 

○ サテライト施設の教育環境について、単に設置基準に適合するかどうかだ

けではなく、どのような教育に取り組むためにこのサテライト施設では十分

なのか不十分なのか、検討すべき。 

 

〇 他の都道府県の認可した通信制高校のサポート校が、入試のタイミングな

ど所在する都道府県のルールに沿わないことがある旨の話があったが、これ

からは一定の枠組みの中で動かしていくのではむしろもたないのではないか。

ルールも必要だが、多様な生徒の状況に対応していくためにはローカルなル

ールに押し込めてしまうのは、あまり良くないのではないか。 

 

○ 技能教育制度は、大変専門的で高度な知識・技能の習得が可能であり、同

時に高校教育をしっかりと行うことで広い視野を身につけたスペシャリスト

を育成する大変有効な制度であるが、社会的な周知が不十分ではないか 

 

（自己評価、第三者評価による質保証） 

○ 学校による自己評価、学校関係者評価、第三者評価というような形で、学

校評価システムをきちんと活用することによって、実施校、設置者自体が主

体的な改善活動を回していく必要がある。 
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○ 通信制高校の質確保・質保証について、認証評価をきちんとしていくべき

であり、そのための何らかの制度の導入が必要。 

 

○ 通信制高校の評価を行う際は、個別の学校だけではなく、設置者も含めた

教育行政全体の評価を行う必要がある。 

 

○ 質保証のために第三者評価を行っていく、評価機関や評価人材の育成を図

ることが大事。 

 

○ 大切なことは改善しながら検証して、また考えること。そのためには学校

内部だけの視点ではなく、地域や第三者による評価が不可欠であり、開かれ

た学校であることが何よりも必要。 

 

○ 第三者による質保証が全ての高校が受けることになっておらず、何らかの

法制度が必要かもしれない。 

 

○ ガイドラインをベースにした評価項目をきちんと作って、場合によっては

ある程度全国で統一的な評価項目を作って、そのような評価項目を基に学校

が自主点検し、不十分なところは改善していくという流れをつくりながら、

所轄庁がその実態把握をしていくということができれば、学校自身が良い教

育活動を行うための工夫できるのではないか。 

 

○ 通信制高校の底上げ、条件整備というのは非常に必要になっており、学校

評価システムを活用するときには、複数の評価を組み合わせていく必要があ

るだろう。共通的な指標、チェック項目でその課題を発見するという学校評

価は維持しつつ、それぞれ学校ごとに重点目標を設定してその改善に向けた

評価をすることが必要。目標に応じた身に付けさせたい力についてきちんと

身に付いているかということを測定しなければならないが、これが難しいの

で、まず最低限の部分のチェックということを明確に打ち出していくような

評価システムを実現する、項目を共通化することで都道府県を越えた確認、

チェックというのをできるようにしていくということを迅速にやるべきだ。 

 

〇 サテライト校も含めて実態を把握するための専門家や実務経験者をどう確

保するか。大学における大学基準協会に対応するものとして、全国通信制高

等学校評価機構があるが、まだ人員が足りていない。また、評価するための

様式はあっても各校が評価を受けてくれず、受けてくれても受ける数が多く
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なれば評価する専門家が足りないので養成が必要。人材の養成ができれば行

政へのコンサルティングも可能になるので、これらへの予算的、法的整備の

検討が必要。 

 

（その他） 

○ 生徒の学びがそれぞれの学校できちんと実現しているのか、お金を払った

分きちんとそれに見合った教育が行われているのかといった消費者保護の視

点も大切である。 

 

○ 学校の実態について事実誤認を与えるような書きぶりがあるのであれば、

消費者保護のような考えを応用して、広告の規制のようなことが考えられな

いのか。 

 

 

３．所轄庁の在り方について 

〇 ヒアリングにより、この分野については、所轄庁において生徒がどこに何

人いるのか、必ずしも把握しきれていないことが確認できた。生徒の学習を

把握できないという課題があるなら、設置者がきちんと学習ログをとり、所

轄庁に提供する仕組みを全国で標準化してはどうか。 

 

○ 各所轄庁が所管の通信制高校に対して実施している調査の法的根拠につい

て、全国的な状況を把握した上で、調査の在り方を検討し、調査による指摘

を踏まえた各学校の改善の実現を図っていくべき。 

 

○ 通信制高校の指導監督と全日制・定時制高校の指導監督に違いがあるのか。

私立・株式会社立の通信制高校に指導を行った結果、改善されたケースがあ

るのか。所轄庁が遠方にあるサテライト校に対してオンラインで調査ができ

ることが法令上・技術上可能なのか。また、現地にある所轄庁のカウンター

パートに当たる疑似的な所轄庁に事務が委託できるようにはどうすべきか 

 

○ 所轄庁は、学校評価システムを活用して、各学校の実態把握を行い、必要

な指導・助言等を与えていけばいいのではないか。 

 

〇 他の都道府県が認可した通信制高校のサポート施設に通っている生徒の様

子が把握できないという点については、設置者に情報提供させることで対応

できるのではないか。 
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〇 自治体における私学担当部局の人員不足をどう考えるか。行政手法として

は、職員に専門性が必要であって、全国あまねく同様の課題があれば交付税

措置が有効と考えられるが、こうした課題が偏在しているのであれば、文科

省の事業として民間の調査員等を委託してリソースを補うということもあり

得るのではないか。 

 

〇 所轄庁の私学担当部局には、教育行政に詳しい人がおらず、私立学校から

は担当者が変わるたびに説明が必要。教育に詳しい人を配置することが必要

ではないか。 

 

〇 県によってルールが違う場合、狭域通信制高校であれば公私立高校の校長

会などで情報共有できるが、広域通信制高校の場合はそれができず、いろい

ろなルールや工夫を共有できない。県によって基準が違うのであれば、それ

を各県で指導監督するのは難しいのではないか。 

 

〇 知事部局の所轄庁が、異動のたびにゼロベースで考えなくてもよいよう、

新任時に必要な情報が手に入れられる環境、システムを組んでおけばよいの

ではないか。そのためにも、面接指導施設などの最低基準は国においてつく

る必要があるのではないか。 

 

〇 都道府県が把握しておくべき情報を国主導で整理するべきではないか。例

えば、学則に記載される情報をデータベース化し、設置者が学則の変更を届

け出るタイミングで入力してもらえば、様々な情報が一元化されて、各都道

府県が共有できるようにしておけば、ばらばらと調査をしなくても把握でき

るようになる。 

 

〇 所轄庁をどうするかということは大きな問題。広域通信制の所轄庁をもっ

と大きな単位にすることや、都道府県のままとしつつも、相互のネットワー

クや連携をすることが考えられるが、設置基準やチェック項目の共通化は避

けて通れないのではないか。また、私学担当職員の資質能力の向上のため、

第三者評価に携わって、実際に基準を適用してもらうというのはどうか。 

 

〇 所轄庁は非常に御苦労されている。まずは、通信制高校側が令和４年４月

から義務化される通信教育実施計画の策定・公表などをしっかりやって、所

轄庁に頼るのではなく、高校側が自分たちで教育内容を公開したり、しっか
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り改善したりしていくことが必要なのではないか。所轄庁の専門性について

も、実際の教育の中身について、通信制高校側と協調的に情報交換しながら

進めていくことが必要。規制も大事だが、まずはそうした形で通信制の高等

学校が自助努力をしていくことを意識することも必要なのではないか。 

 

（以上） 


